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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ端末装置の保有する通信機能の種類及びその接続先情報からなるＮＡＰＴＲリソー
スレコードを格納しＩＰ端末装置からの問合せに応じて前記ＮＡＰＴＲリソースレコード
を返送するＥＮＵＭサーバとＩＰネットワークを介して接続される少なくとも一つの通信
機能を有するＩＰ端末装置であって、
　発呼に際して、発呼先ＩＰ端末装置に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮ
ＵＭサーバに問合わせて前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得したＮＡＰＴＲリソースレコードを記憶する記憶手段と、自装
置の通信機能に対応する通信機能が前記記憶したＮＡＰＴＲリソースレコードのＵＲＩに
有るか否かを自装置の各通信機能ごとに判別し、自装置の通信機能が前記ＵＲＩに有る場
合に、当該ＮＡＰＴＲリソースレコードに対応付けて有効情報を前記記憶手段に記憶する
判別手段と、
　前記記憶手段に記憶されたＮＡＰＴＲリソースレコードの中から前記判別手段により有
効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリソースレコードを抽出し、抽出したＮＡＰＴＲリソ
ースレコードの通信機能とともに前記有効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリソースレコ
ードの内の１つの接続先情報を表示する表示手段と、
　前記１つの接続先情報が表示されている状態でスタートボタンが押下されると当該接続
先情報に対応する通信機能を用いて当該接続先情報への通信を制御し、一方前記表示手段
に表示した通信機能のいずれかが操作者により選択されると、前記選択された通信機能を
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用いて前記発呼先ＩＰ端末装置との間の通信を制御する通信制御手段と、
　を具備することを特徴とするＩＰ端末装置。
【請求項２】
　前記通信制御手段は、前記表示手段に表示した同一の発呼先ＩＰ端末装置が保有する複
数の通信機能から第１の通信機能が選択されると、前記発呼先ＩＰ端末装置との間で前記
第１の通信機能による通信を制御し、続いて、前記複数の通信機能から第２の通信機能が
選択されると、前記発呼先ＩＰ端末装置との間で前記第２の通信機能による通信を制御す
ることを特徴とする請求項１記載のＩＰ端末装置。
【請求項３】
　ＩＰ端末装置の保有する通信機能の種類及びその接続先情報からなるＮＡＰＴＲリソー
スレコードを格納しＩＰ端末装置からの問合せに応じて前記ＮＡＰＴＲリソースレコード
を返送するＥＮＵＭサーバとＩＰネットワークを介して接続される少なくとも一つの通信
機能を有するＩＰ端末装置の通信機能表示方法であって、
　発呼に際して、発呼先ＩＰ端末装置に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮ
ＵＭサーバに問合わせて前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し、
　前記取得したＮＡＰＴＲリソースレコードを記憶し、
　自装置の通信機能に対応する通信機能が前記記憶したＮＡＰＴＲリソースレコードのＵ
ＲＩに有るか否かを自装置の各通信機能ごとに判別し、
　自装置の通信機能が前記ＵＲＩに有る場合に、当該ＮＡＰＴＲリソースレコードに対応
付けて有効情報をさらに記憶し、
　前記記憶されたＮＡＰＴＲリソースレコードの中から有効情報が対応付けられたＮＡＰ
ＴＲリソースレコードを抽出し、
　抽出したＮＡＰＴＲリソースレコードの通信機能とともに前記有効情報が対応付けられ
たＮＡＰＴＲリソースレコードの内の１つの接続先情報を表示部に表示することにより、
前記１つの接続先情報が表示されている状態でスタートボタンが押下されると当該接続先
情報に対応する通信機能を用いて当該接続先情報への通信を可能とし、一方表示した通信
機能のいずれかが操作者により選択されると、前記選択された通信機能を用いて前記発呼
先ＩＰ端末装置との間の通信を可能とすることを特徴とする通信機能表示方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ端末装置に関し、特に、ＥＮＵＭサーバを利用するＩＰ端末装置および
ＩＰ端末装置の通信機能表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットの急速な普及に伴い、遠隔地の電話装置と低料金での通話や登録
会員同士のＩＰ電話装置間で無料通話が可能なＩＰ電話システムが注目されている。また
、インターネットを利用したサービスやインターネット上のリソースと電話番号を結びつ
けるプロトコルとして、ＩＥＴＦ(Internet Engineering Task Force )やＩＴＵ－Ｔ（In
ternational Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector）な
どで検討が進められているＲＦＣ２９１６（非特許文献１）で規定される「ＥＮＵＭ（tE
lephone Number Mapping）」プロトコルがある。
【０００３】
　この「ＥＮＵＭ」プロトコルは、ＩＴＵ－Ｔで定められたＥ．１６４の体系に合うよう
変換された電話番号を元に、ＤＮＳ（Domain Name System）の仕組みを利用してそれをＩ
Ｐアドレス、もしくはＵＲＩ(Uniform Resource Identifier )を検索できるようにするも
のである。
【０００４】
　また、ＥＮＵＭプロトコルに対応するＩＰ端末装置では、ＩＰ電話機能だけではなく、
ファクシミリ機能やメール機能等の複数の通信機能を搭載し、更に、プリンタやスキャナ
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等の機能を搭載した、複合機と呼ばれるものも提供されている。
【非特許文献１】ＥＮＵＭトライアルジャパン発行「ＥＮＵＭトライアルジャパン第一次
報告書」、２００４年５月
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、複合機と呼ばれるＩＰ端末装置では、複合機同士で通信を行う場合に以
下のような問題があった。
【０００６】
　複合機同士が通信を行う場合は、ＩＰ電話機能、ファクシミリ機能及びメール機能を任
意に選択して通信することが可能であるが、双方のＩＰ端末装置が全ての通信機能を搭載
しているとは限らない。このため、送信側の複合機のユーザが、受信側の複合機が搭載し
ていない通信機能を選択してしまうと通信不可能となり、選択可能な受信側の複合機の通
信機能を判別するまでに手間がかかるという問題があった。
【０００７】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＥＮＵＭサーバに登録されたＩＰ端末
装置のＮＡＰＴＲレコードを利用して、発信側と着信側の各ＩＰ端末装置の通信機能を照
合し、発信側のＩＰ端末装置に選択可能な通信機能を明示するＩＰ端末装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、ＩＰ端末装置の保有する通信機能の種類及びその接続先情報からなるＮＡＰ
ＴＲリソースレコードを格納しＩＰ端末装置からの問合せに応じて前記ＮＡＰＴＲリソー
スレコードを返送するＥＮＵＭサーバとＩＰネットワークを介して接続される少なくとも
一つの通信機能を有するＩＰ端末装置であって、発呼に際して、発呼先ＩＰ端末装置に対
応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮＵＭサーバに問合わせて前記ＮＡＰＴＲリ
ソースレコードを取得する取得手段と、前記取得手段により取得したＮＡＰＴＲリソース
レコードを記憶する記憶手段と、自装置の通信機能に対応する通信機能が前記記憶したＮ
ＡＰＴＲリソースレコードのＵＲＩに有るか否かを自装置の各通信機能ごとに判別し、自
装置の通信機能が前記ＵＲＩに有る場合に、当該ＮＡＰＴＲリソースレコードに対応付け
て有効情報を前記記憶手段に記憶する判別手段と、前記記憶手段に記憶されたＮＡＰＴＲ
リソースレコードの中から前記判別手段により有効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリソ
ースレコードを抽出し、抽出したＮＡＰＴＲリソースレコードの通信機能とともに前記有
効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリソースレコードの内の１つの接続先情報を表示する
表示手段と、前記１つの接続先情報が表示されている状態でスタートボタンが押下される
と当該接続先情報に対応する通信機能を用いて当該接続先情報への通信を制御し、一方前
記表示手段に表示した通信機能のいずれかが操作者により選択されると、前記選択された
通信機能を用いて前記発呼先ＩＰ端末装置との間の通信を制御する通信制御手段と、を具
備する構成を採る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係るＩＰ端末装置によれば、発呼元ＩＰ端末装置のユーザは、発呼先ＩＰ端末
装置の通信機能を調べる手間を省略することができ、誤った通信機能を選択するといった
事態を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の第１の態様に係るＩＰ端末装置は、ＩＰ端末装置の保有する通信機能の種類及
びその接続先情報からなるＮＡＰＴＲリソースレコードを格納しＩＰ端末装置からの問合
せに応じて前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮＵＭサーバとＩＰネットワー
クを介して接続される少なくとも一つの通信機能を有するＩＰ端末装置であって、発呼に
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際して、発呼先ＩＰ端末装置に対応するＮＡＰＴＲリソースレコードを前記ＥＮＵＭサー
バに問合わせて前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得する取得手段と、前記取得手段に
より取得したＮＡＰＴＲリソースレコードを記憶する記憶手段と、自装置の通信機能に対
応する通信機能が前記記憶したＮＡＰＴＲリソースレコードのＵＲＩに有るか否かを自装
置の各通信機能ごとに判別し、自装置の通信機能が前記ＵＲＩに有る場合に、当該ＮＡＰ
ＴＲリソースレコードに対応付けて有効情報を前記記憶手段に記憶する判別手段と、前記
記憶手段に記憶されたＮＡＰＴＲリソースレコードの中から前記判別手段により有効情報
が対応付けられたＮＡＰＴＲリソースレコードを抽出し、抽出したＮＡＰＴＲリソースレ
コードの通信機能とともに前記有効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリソースレコードの
内の１つの接続先情報を表示する表示手段と、前記１つの接続先情報が表示されている状
態でスタートボタンが押下されると当該接続先情報に対応する通信機能を用いて当該接続
先情報への通信を制御し、一方前記表示手段に表示した通信機能のいずれかが操作者によ
り選択されると、前記選択された通信機能を用いて前記発呼先ＩＰ端末装置との間の通信
を制御する通信制御手段と、を具備する構成を採る。
【００１１】
　この構成によれば、発呼元ＩＰ端末装置のユーザは、発呼先ＩＰ端末装置の通信機能を
調べる手間を省略することができ、誤った通信機能を選択するといった事態を防止するこ
とができる。さらに、保存した有効情報に基づいて発呼元ＩＰ端末装置と発呼先ＩＰ端末
装置の双方に設定されている通信機能を直ちに表示することができ、その表示制御負担を
軽減することができる。
【００１４】
　本発明の第２の態様は、第１の態様に係るＩＰ端末装置において、前記通信制御手段は
、前記表示手段に表示した同一の発呼先ＩＰ端末装置が保有する複数の通信機能から第１
の通信機能が選択されると、前記発呼先ＩＰ端末装置との間で前記第１の通信機能による
通信を制御し、続いて、前記複数の通信機能から第２の通信機能が選択されると、前記発
呼先ＩＰ端末装置との間で前記第２の通信機能による通信を制御する構成を採る。
【００１５】
　この構成によれば、発呼元ＩＰ端末のユーザは、第１の通信から第２の通信に容易に移
行することができ、第１の通信から第２の通信に移行する際の手間を軽減することができ
る。
【００１８】
　本発明の第３の態様に係る通信機能表示方法は、ＩＰ端末装置の保有する通信機能の種
類及びその接続先情報からなるＮＡＰＴＲリソースレコードを格納しＩＰ端末装置からの
問合せに応じて前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを返送するＥＮＵＭサーバとＩＰネット
ワークを介して接続される少なくとも一つの通信機能を有するＩＰ端末装置の通信機能表
示方法であって、発呼に際して、発呼先ＩＰ端末装置に対応するＮＡＰＴＲリソースレコ
ードを前記ＥＮＵＭサーバに問合わせて前記ＮＡＰＴＲリソースレコードを取得し、前記
取得したＮＡＰＴＲリソースレコードを記憶し、自装置の通信機能に対応する通信機能が
前記記憶したＮＡＰＴＲリソースレコードのＵＲＩに有るか否かを自装置の各通信機能ご
とに判別し、自装置の通信機能が前記ＵＲＩに有る場合に、当該ＮＡＰＴＲリソースレコ
ードに対応付けて有効情報をさらに記憶し、前記記憶されたＮＡＰＴＲリソースレコード
の中から有効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリソースレコードを抽出し、抽出したＮＡ
ＰＴＲリソースレコードの通信機能とともに前記有効情報が対応付けられたＮＡＰＴＲリ
ソースレコードの内の１つの接続先情報を表示部に表示することにより、前記１つの接続
先情報が表示されている状態でスタートボタンが押下されると当該接続先情報に対応する
通信機能を用いて当該接続先情報への通信を可能とし、一方表示した通信機能のいずれか
が操作者により選択されると、前記選択された通信機能を用いて前記発呼先ＩＰ端末装置
との間の通信を可能とするものとする。
【００１９】
　この方法によれば、発呼元ＩＰ端末装置のユーザは、発呼先ＩＰ端末装置の通信機能を
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調べる手間を省略することができ、誤った通信機能を選択するといった事態を防止するこ
とができる。
 
 
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、本実施の形態１のＩＰ電話システムの全体構成を示す図である。図１において
、ＩＰ通信システム１００は、ＩＰ端末装置（以下、ＩＰ端末という）１０１，１０２と
、ＥＮＵＭサーバ１０３と、ＤＮＳサーバ１０４と、ＷＥＢサーバ１０５がＩＰ網１０６
を介して相互に接続されている。
【００２２】
　ＩＰ端末１０１（１０２）は、ＩＰ電話機能、ファクシミリ機能及びメール機能等の複
数の通信機能と、プリンタやスキャナ等の機能を搭載した複合機である。ＩＰ端末１０１
（１０２）は、ＩＰ電話機能によりＩＰ網１０６を介して他のＩＰ電話との間で音声通話
を行い、ファクシミリ機能及びメール機能によりＩＰ網１０６を介して他の複合機との間
でファクシミリ通信やメール通信を行う。
【００２３】
　ＥＮＵＭ（tElephone Number Mapping）サーバ１０３は、ＮＡＰＴＲ（The Naming Aut
hority Pointer）リソースレコード（以下、ＮＡＰＴＲレコードという）を登録するデー
タベースを備える。ＥＮＵＭサーバ１０３は、ＩＰ端末１０１（１０２）の問い合わせに
応じて、データベースに登録されたＮＡＰＴＲレコードをＩＰ端末１０１（１０２）に返
送する。
【００２４】
　ＤＮＳ（Domain Name System）サーバ１０４は、ＮＡＰＴＲレコードに指定されるＵＲ
Ｉ（Uniform Resource Identifier ）とＩＰアドレスとが対応付けて登録されるデータベ
ースを備える。ＤＮＳサーバ１０４は、ＩＰ端末１０１（１０２）の問い合わせに応じて
、データベースに登録されたＩＰアドレスをＩＰ電話１０１（１０２）に返送する。
【００２５】
　ＷＥＢサーバ１０５は、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language ）文書や画像などの情
報を蓄積しておき、ＷＥＢブラウザなどのクライアントソフトウェアの要求に応じて、Ｉ
Ｐ網１０６を通じて、これらの情報をＩＰ端末１０１（１０２）に送信する。
【００２６】
　図２は、本実施の形態のＩＰ端末１０１の構成を示すブロック図である。図２において
、ＩＰ端末１０１は、ＣＰＵ２０１、ハンドセット２０２、キー入力部２０３、ＲＡＭ２
０４、ＦＲＯＭ２０５、表示部２０６、読取部２０７、記録部２０８、ＩＰネットワーク
制御部２１０及びＰＳＴＮ制御部２１１が接続された外部Ｉ／Ｆ選択部２０９がバス２１
２を介して相互に接続されて構成されている。なお、ＩＰ端末１０２もＩＰ端末１０１と
同様の構成を有する。
【００２７】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit ）２０１は、ＦＲＯＭ２０５に記憶されたＩＰ電話
制御プログラム、ファクシミリ通信制御プログラム、メール制御プログラムに基づいて、
ＩＰ網１０６を介して他のＩＰ端末との間で、ＩＰ電話、ファクシミリ通信、メール通信
を行う際に必要となる全ての動作を制御する。従って、ＣＰＵ２０１は、ＳＩＰ（Sessio
n Initiation Protocol ）やＨ．３２３に代表される呼制御プロトコルに従って、宛先Ｉ
Ｐ端末との間の呼制御を実行する。また、ＣＰＵ２０１は、表示部２０６、外部Ｉ／Ｆ選
択部２０９、ＩＰネットワーク制御部２１０及びＰＳＴＮ制御部２１１に必要な指示を与
える。
【００２８】
　また、ＣＰＵ２０１は、他のＩＰ端末１０２への発呼に際して、ＩＰネットワーク制御
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部２１０を制御してＥＮＵＭサーバ１０３から発呼先ＩＰ端末１０２のＮＡＰＴＲレコー
ドを取得する取得処理と、このＮＡＰＴＲレコードに設定された発呼先ＩＰ端末１０２の
通信機能に基づいて、自装置の通信機能に対応する通信機能が設定されているか否かを判
別する判別処理と、設定されていると判別した１つ又は複数の通信機能を表示部２０６に
表示する表示処理と、を実行する機能を有する。
【００２９】
　また、ＣＰＵ２０１は、設定されていると判別した１つ又は複数の通信機能毎に発呼先
ＩＰ端末に対して有効であることを示すフラグ情報（有効情報）を取得したＮＡＰＴＲレ
コードと対応付けてＲＡＭ２０４に記憶する。なお、ＣＰＵ２０１は、取得手段、判別手
段及び通信制御手段として機能する。
【００３０】
　ハンドセット２０２は、ユーザによるオフフック操作又はオンフック操作に応じてオフ
フック信号又はオンフック信号をＣＰＵ２０１に出力する。また、ハンドセット２０２は
、マイクとスピーカを備え、宛先ＩＰ端末との間の通話開始時にユーザの送話音声をマイ
クにより送話音声信号に変換してＣＰＵ２０１に出力するとともに、ＣＰＵ２０１から入
力される受話音声信号をスピーカにより受話音声として出力する。
【００３１】
　キー入力部２０３は、テンキーや各種ファンクションキー等を備え、ユーザによる発呼
先ＩＰ端末のダイヤル操作や通信機能の選択操作等に用いられる。
【００３２】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）２０４は、ＣＰＵ２０１がプログラムを実行する際の
ワークメモリとして利用される。また、ＲＡＭ２０４は、ＣＰＵ２０１の上記抽出処理に
より抽出した１つ又は複数の通信機能毎に発呼先ＩＰ端末に対して有効であることを示す
フラグ情報（有効情報）を記憶する。
【００３３】
　ＦＲＯＭ（Flash Read Only Memory）２０５は、ＩＰ電話制御プログラム、ファクシミ
リ通信制御プログラム、メール制御プログラム等を記憶する。なお、ＲＡＭ２０４及びＦ
ＲＯＭ２０５は、記憶手段として機能する。
【００３４】
　表示部２０６は、液晶パネル等により構成され、ＩＰ端末１０１の現在のステータスを
表示するとともに、ＣＰＵ２０１から入力された電話番号、発呼先ＩＰ端末に対して選択
可能な通信機能等を表示する。なお、表示部２０６は、表示手段として機能する。
【００３５】
　読取部２０７は、原稿読取台（図示せず）にセットされた原稿の画像を読み取り、その
読取画像をデジタル画像データに変換してＣＰＵ２０１に送出する。記録部２０８は、Ｃ
ＰＵ２０１から入力されるデジタル画像データを記録可能な形態に展開して、記録用紙に
記録する。
【００３６】
　外部Ｉ／Ｆ選択部２０９は、ユーザにより選択される通信機能（ＩＰ電話、ファクシミ
リ、メール）によりＣＰＵ２０１から入力される通信機能選択指示に応じて、ＩＰネット
ワーク制御部２１０とＰＳＴＮ制御部２１１を適宜選択する。また、外部Ｉ／Ｆ選択部２
０９は、ＣＰＵ２０１から入力される送信データをＩＰネットワーク制御部２１０又はＰ
ＳＴＮ制御部２１１に出力し、ＩＰネットワーク制御部２１０又はＰＳＴＮ制御部２１１
から入力される受信信号をＣＰＵ２０１に出力する。
【００３７】
　ＩＰネットワーク制御部２１０は、ＩＰ端末１０１が接続されるＩＰ網１０６とのイン
ターフェース機能と、ＣＰＵ２０１の制御によりＩＰ網１０６を介して他のＩＰ端末との
間のＩＰ電話を制御するＩＰ電話制御機能と、ＣＰＵ２０１の制御によりＩＰ網１０６を
介して他のＩＰ端末との間のファクシミリ通信を制御するファクシミリ制御機能と、ＣＰ
Ｕ２０１の制御によりＩＰ網１０６を介してＷＥＢサーバ１０５にアクセスする機能を有
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する。
【００３８】
　また、ＩＰネットワーク制御部２１０は、ファクシミリ通信に際して、ＣＰＵ２０１か
ら入力されるデジタル画像データをＩＰ網１０６を介して他のＩＰ端末に送信し、他のＩ
Ｐ端末からＩＰ網１０６を介してデジタル画像データを受信してＣＰＵ２０１に送出する
。
【００３９】
　また、ＩＰネットワーク制御部２１０は、キー入力部２０３によるダイヤル入力に応じ
た発呼に際して、ＣＰＵ２０１の制御によりＥＮＵＭサーバ１０３から発呼先ＩＰ端末の
ＮＡＰＴＲレコードを取得する上記取得処理を実行する。
【００４０】
　ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone Networks）制御部２１１は、ＩＰ端末１０１が
接続されるＰＳＴＮ網（図示せず）とのインターフェース機能と、ＣＰＵ２０１の制御に
より他のＰＳＴＮ通信端末との間の通信を制御する通信制御機能を有する。
【００４１】
　次に、図１のＩＰ通信システム１００において、ＩＰ端末１０１からＩＰ端末１０２に
発呼してＩＰ電話を開始後に、続いて、ＩＰ端末１０２に対してファクシミリ通信を実行
するまでの動作について、図４に示すフローチャートを参照して説明する。
【００４２】
　なお、図４の動作を説明する前提として、ＥＮＵＭサーバ１０３内のデータベースには
、図３に示すＩＰ端末１０２のＮＡＰＴＲレコードが登録済みであるものとする。
【００４３】
　同図において、ＩＰ端末１０２の電話番号「０５０１２３４５６７８」から得られるド
メイン名「８．７．６．５．４．３．２．１．５．１．８．ｅ１６４．ａｒｐａ」に対し
てＵＲＩ「“！＾．＊＄！ｓｉｐ：ｉｎｆｏ＠ｓｉｐ．ｄｄｄｄ．ｃｏｍ”“太郎電話”
」と、「“！＾．＊＄！ｍａｉｌｔｏ：ｍａｉｌ＠ｊｐ．ｄｄｄｄ．ｃｏｍ”“メール”
」と、「“！＾．＊＄！ｍａｉｌｔｏ：ｉｆａｘ＠ｊｐ．ｄｄｄｄ．ｃｏｍ”“ＦＡＸ”
」が対応付けられている。
【００４４】
　１番目のＵＲＩのＳｅｒｖｉｃｅフィールドにはｓｉｐプロトコルに対応可能であるこ
とを示す「Ｅ２Ｕ＋ｓｉｐ」が記述されている。２番目のＵＲＩのＳｅｒｖｉｃｅフィー
ルドにはメールに対応可能であることを示す「Ｅ２Ｕ＋ｍｅｓｓａｇｅ：ｍａｉｌｔｏ」
が記述されている。また、３番目のＵＲＩのＳｅｒｖｉｃｅフィールドにはファクシミリ
に対応可能であることを示す「Ｅ２Ｕ＋ｉｆａｘ」が記述されている。
【００４５】
　したがって、本実施の形態のＩＰ端末１０２では、ＩＰ網１０６を介したＩＰ電話機能
、メール機能及びファクシミリ通信機能が選択可能であるものとする。
【００４６】
　図４において、ＩＰ端末１０１のユーザが、キー入力部２０３からＩＰ端末１０２の電
話番号がダイヤル入力されると（ステップＳ４０１）、ＣＰＵ２０１は、そのＩＰ端末１
０２のＮＡＰＴＲレコードをＥＮＵＭサーバ１０３から取得する取得処理を実行する（ス
テップＳ４０２）。
【００４７】
　この取得処理において、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ通信機能選択指示信号を外部Ｉ／Ｆ選択
部２０９に出力してＩＰネットワーク制御部２１０を選択させる。次いで、ＣＰＵ２０１
は、ＩＰ端末１０２の電話番号を設定した「ＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージを外部Ｉ
／Ｆ選択部２０９を介してＩＰネットワーク制御部２１０からＥＮＵＭサーバ１０３に送
出させる。
【００４８】
　ＥＮＵＭサーバ１０３は、ＩＰ端末１０１から「ＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージを
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受け付けると、その「ＮＡＰＴＲ問い合わせ」メッセージに設定された電話番号を参照し
てデータベースから該当するＮＡＰＴＲレコードを読み出す。この場合、該当するＮＡＰ
ＴＲレコードは、図３に示したものである。ＥＮＵＭサーバ１０３は、読み出したＮＡＰ
ＴＲレコードを設定した「ＮＡＰＴＲ応答」メッセージをＩＰ端末１０１に返送する。
【００４９】
　ＩＰ端末１０１は、ＥＮＵＭサーバ１０３から送出された「ＮＡＰＴＲ応答」メッセー
ジをＩＰネットワーク制御部２１０により受け付ける。ＩＰネットワーク制御部２１０は
、「ＮＡＰＴＲ応答」メッセージを外部Ｉ／Ｆ選択部２０９を介してＣＰＵ２０１に転送
する。ＣＰＵ２０１は、ＩＰネットワーク制御部２１０から「ＮＡＰＴＲ応答」メッセー
ジを受け付けると、その「ＮＡＰＴＲ応答」メッセージに設定されたＮＡＰＴＲレコード
を取得してＲＡＭ２０４に記憶する。
【００５０】
　そして、ＣＰＵ２０１は、ＮＡＰＴＲレコードに設定された図３に示したＵＲＩスキー
ムに基づいて、ＩＰ端末１０２の通信機能と自装置の通信機能を比較して、ＩＰ端末１０
２に対して有効な通信機能を抽出する抽出処理として、図４のステップＳ４０３～ステッ
プＳ４０８を実行する。
【００５１】
　ＣＰＵ２０１は、取得したＮＡＰＴＲレコードのＵＲＩスキームに基づいて、自装置の
ファクシミリ通信機能に対応して、ＩＰ端末１０２にファクシミリ通信機能が有るか否か
を判別する（ステップＳ４０３）。この場合、図３に示したＮＡＰＴＲレコードのＵＲＩ
スキームには、「“！＾．＊＄！ｍａｉｌｔｏ：ｉｆａｘ＠ｊｐ．ｄｄｄｄ．ｃｏｍ”“
ＦＡＸ”」が登録されており、ファクシミリ通信機能に対応している。このため、ＣＰＵ
２０１は、ＩＰ端末１０２にはファクシミリ通信機能が有ると判別し（ステップＳ４０３
：ＹＥＳ）、ファクシミリ通信機能が有効であることを示すフラグ情報として「ＦＡＸ表
示ＯＮ」情報を、上記ＮＡＰＴＲレコード対応付けてＲＡＭ２０４に記憶する（ステップ
Ｓ４０４）。
【００５２】
　また、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ端末１０２にはファクシミリ通信機能が無いと判別した場
合（ステップＳ４０３：ＮＯ）、又は、上記ファクシミリ通信機能のフラグ情報を設定し
た後は、ステップＳ４０５に移行する。
【００５３】
　次に、ＣＰＵ２０１は、取得したＮＡＰＴＲレコードのＵＲＩスキームに基づいて、自
装置のメール機能に対応して、ＩＰ端末１０２にメール機能が有るか否かを判別する（ス
テップＳ４０５）。この場合、図３に示したＮＡＰＴＲレコードのＵＲＩスキームには、
「“！＾．＊＄！ｍａｉｌｔｏ：ｍａｉｌ＠ｊｐ．ｄｄｄｄ．ｃｏｍ”“メール”」が登
録されており、メール機能に対応している。このため、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ端末１０２
にはメール機能が有ると判別し（ステップＳ４０５：ＹＥＳ）、メール機能が有効である
ことを示すフラグ情報として「メール表示ＯＮ」情報を、上記ＮＡＰＴＲレコード対応付
けてＲＡＭ２０４に記憶する（ステップＳ４０６）。
【００５４】
　また、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ端末１０２にはメール機能が無いと判別した場合（ステッ
プＳ４０５：ＮＯ）、又は、上記メール機能のフラグ情報を設定した後は、ステップＳ４
０７に移行する。
【００５５】
　次に、ＣＰＵ２０１は、取得したＮＡＰＴＲレコードのＵＲＩスキームに基づいて、Ｉ
Ｐ端末１０２にＩＰ電話機能が有るか否かを判別する（ステップＳ４０７）。この場合、
図３に示したＮＡＰＴＲレコードのＵＲＩスキームには、「“！＾．＊＄！ｓｉｐ：ｉｎ
ｆｏ＠ｓｉｐ．ｄｄｄｄ．ｃｏｍ”“太郎電話”」が登録されており、ＩＰ電話機能に対
応している。このため、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ端末１０２にはＩＰ電話機能が有ると判別
し（ステップＳ４０７：ＹＥＳ）、ＩＰ電話機能が有効であることを示すフラグ情報とし
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て「ＩＰ電話表示ＯＮ」情報を、上記ＮＡＰＴＲレコード対応付けてＲＡＭ２０４に記憶
する（ステップＳ４０８）。
【００５６】
　また、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ端末１０２にはＩＰ電話機能が無いと判別した場合（ステ
ップＳ４０７：ＮＯ）、又は、上記ＩＰ電話機能のフラグ情報を設定した後は、ステップ
Ｓ４０９に移行する。
【００５７】
　次に、ＣＰＵ２０１は、ＲＡＭ２０４に記憶したフラグ情報「ＦＡＸ表示ＯＮ」、「メ
ール表示ＯＮ」及び「ＩＰ電話表示ＯＮ」に基づいて、各通信機能の有効機能表示を表示
部２０６に行う。この有効機能表示の一例を図５に示す。この有効機能表示により、ＩＰ
端末１０１のユーザは、ＩＰ端末１０１に対応する発呼先ＩＰ端末１０２の有効な通信機
能を知ることができる。
【００５８】
　なお、図５の表示例では、ＩＰ端末１０２の電話番号「０５０１２３４５６７８」を表
示した場合を示しており、ＩＰ電話による発呼が可能であることを示している。この場合
、ＩＰ端末１０１のユーザは、キー入力部２０３のスタートボタン（図示せず）を押下す
ることにより、ＩＰ端末１０２に対してＩＰ電話発信が可能になる。
【００５９】
　次に、ＩＰ端末１０１のユーザによりキー入力部２０３のスタートボタンが押下される
と、キー入力部２０３は、発呼指示信号をＣＰＵ２０１に出力する。ＣＰＵ２０１は、キ
ー入力部２０３から発呼指示信号が入力されると、ＦＲＯＭ２０５に記憶されたＩＰ電話
制御プログラムに基づいて、ＩＰ端末１０２に対するＩＰ電話としての発信処理を行う（
ステップＳ４１０）。
【００６０】
　この場合、ＣＰＵ２０１は、ＩＰ電話制御プログラムに基づいてＩＰネットワーク制御
部２１０を制御し、ステップＳ４０２において取得したＮＡＰＴＲレコードを参照して、
ＩＰ端末１０２との間でＳＩＰプロトコルに基づく呼接続手順及び通話開始手順を実行し
、ＩＰ端末１０２との間の通話を可能にする。
【００６１】
　次に、ＩＰ端末１０１のユーザにより読取部２０７の原稿読取台に原稿がセットされる
と（ステップＳ４１１）、読取部２０７は、原稿セット信号をＣＰＵ２０１に出力する。
ＣＰＵ２０１は、読取部２０７から出力された原稿セット信号により、ファクシミリ通信
機能を選択状態とし、表示部２０６の「ＦＡＸ」枠を選択状態として表示する（ステップ
Ｓ４１２）。図６に「ＦＡＸ」枠を選択状態（グレー表示）とした表示例を示す。この場
合、ＩＰ端末１０１のユーザに対するメッセージとして「送信する場合はスタートボタン
を押してください。」を表示している。
【００６２】
　そして、ＩＰ端末１０１のユーザによりキー入力部２０３のスタートボタンが押下され
ると（ステップＳ４１３）、キー入力部２０３は、読取開始信号をＣＰＵ２０１に出力す
る。ＣＰＵ２０１は、キー入力部２０３から読取開始信号が入力されると、読取部２０７
に読取開始信号を出力して、原稿読取走査を開始させる（ステップＳ４１４）。
【００６３】
　読取部２０７は、ＣＰＵ２０１から読取開始信号が入力されると、原稿読取台にセット
された原稿を走査して原稿画像を読み取り、その原稿画像をデジタル画像データに変換し
てＣＰＵ２０１に出力する。ＣＰＵ２０１は、読取部２０７から入力されるデジタル画像
データをＲＡＭ２０４に蓄積した後、ステップＳ４０２において取得したＮＡＰＴＲレコ
ードからＩＰ端末１０２のＦＡＸ送信情報を取得する（ステップＳ４１５）。
【００６４】
　次に、ＣＰＵ２０１は、ＦＲＯＭ２０５に記憶されたファクシミリ通信制御プログラム
に基づいてＩＰネットワーク制御部２１０を制御し、ＲＡＭ２０４に蓄積したデジタル画
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像データをＩＰ端末１０２に送信する処理を実行して（ステップＳ４１６）、本処理を終
了する。
【００６５】
　以上のように、本実施の形態のＩＰ電話システムのＩＰ端末では、他のＩＰ端末への発
呼に際して、ＥＮＵＭサーバから当該発呼先ＩＰ端末のＮＡＰＴＲレコードを取得し、こ
のＮＡＰＴＲレコードに設定されたＵＲＩスキームに基づいて、自装置の通信機能に対応
する通信機能が発呼先ＩＰ端末に設定されているか否かを判別する。そして、ＩＰ端末は
、発呼先ＩＰ端末装置に設定されていると判別した１つ又は複数の通信機能を表示部に表
示し、表示した通信機能に対応する操作が行われると、該通信機能に対応するＦＲＯＭに
記憶した通信制御プログラムに基づいて発呼先ＩＰ端末装置との間の通信制御を開始する
。
【００６６】
　したがって、発呼元ＩＰ端末と発呼先ＩＰ端末の双方がＩＰ電話、ファクシミリ通信、
メール通信等の複数の通信機能に対応する端末である場合、発呼元ＩＰ端末のユーザは、
表示部に表示される通信機能により、自装置の通信機能に対応する発呼先ＩＰ端末の通信
機能を確実に選択することができる。
【００６７】
　その結果、発呼元ＩＰ端末のユーザは、発呼先ＩＰ端末の通信機能を調べる手間を省略
することができ、誤った通信機能を選択するといった事態を防止することができる。
【００６８】
　また、本実施の形態のＩＰ電話システムのＩＰ端末では、自装置の通信機能に対応する
通信機能が発呼先ＩＰ端末に設定されていることを示すフラグ情報を、取得したＮＡＰＴ
Ｒレコードと対応付けてＲＡＭに記憶し、このフラグ情報に基づいて発呼先ＩＰ端末装置
に設定されている１つ又は複数の通信機能を表示部に表示する。
【００６９】
　したがって、発呼元ＩＰ端末において、発呼元ＩＰ端末と発呼先ＩＰ端末の双方で設定
されている通信機能の表示制御を容易にすることができ、その表示制御負担を軽減するこ
とができる。
【００７０】
　また、本実施の形態のＩＰ電話システムのＩＰ端末では、ＩＰ電話として発呼処理を実
行した後、続けて読取部に原稿がセットされると、直ちにファクシミリ通信機能を選択状
態にして、送信ボタンの押下によりファクシミリ通信を可能にした。
【００７１】
　したがって、発呼元ＩＰ端末のユーザは、ＩＰ電話発信（第１の通信機能）からファク
シミリ通信（第２の通信機能）に容易に移行することができ、ＩＰ電話からファクシミリ
通信に移行する際の手間を軽減することができる。
【００７２】
　なお、上記実施の形態のＩＰ端末では、発呼に際して、ＥＮＵＭサーバから取得したＮ
ＡＰＴＲレコードと、このＮＡＰＴＲレコードに基づいて判別した発呼先ＩＰ端末の通信
機能を示すフラグ情報をＲＡＭに記憶するようにしたが、これらのＮＡＰＴＲレコードと
フラグ情報を発呼先ＩＰ端末との間の通信処理終了後に削除するようにしても良い。この
場合、ＲＡＭの記憶領域をＮＡＰＴＲレコードとフラグ情報によって占有することなく、
有効に利用することが可能になる。
【００７３】
　また、ＲＡＭに記憶したＮＡＰＴＲレコードとフラグ情報を、他の不揮発性メモリに保
存するようにすれば、同一の発呼先ＩＰ端末に再度発呼する際に、保存したフラグ情報に
基づいて直ちに通信機能を表示することができ、ＥＮＵＭサーバからＮＡＰＴＲレコード
を取得する処理を再度実行することを省略することも可能である。
【００７４】
　また、上記実施の形態では、ＩＰ端末に設定される通信機能として、ＩＰ電話と、ファ
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のではなく、その他の通信機能を設定する場合も本発明を適用可能である。
【００７５】
　また、上記実施の形態では、ＩＰ電話からファクシミリ通信に移行する場合を示したが
、例えば、ＩＰ電話からメール通信に移行する場合も同様に実現可能であり、その移行す
る通信機能を特に限定するものではない。
【００７６】
　また、上記実施の形態では、ＩＰ端末１０１からＩＰ端末１０２に発呼する場合を示し
たが、ＩＰ端末１０２からＩＰ端末１０１に発呼する場合も同様の処理が実現可能である
。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明に係るＩＰ端末装置によれば、発呼元ＩＰ端末装置のユーザが発呼先ＩＰ端末装
置の通信機能を調べる手間を省略し、誤った通信機能を選択するといった事態を防止する
ＩＰ端末装置を提供できる点で有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施の形態に係るＩＰ通信システムの構成を示すブロック図
【図２】本実施の形態に係るＩＰ端末の構成を示すブロック図
【図３】本実施の形態に係るＥＮＵＭサーバのデータベースに記憶されるＮＡＰＴＲレコ
ードの一例を示す図
【図４】本実施の形態に係るＩＰ端末の動作を説明するためのフローチャート図
【図５】本実施の形態に係るＩＰ端末に表示される通信機能の一例を示す図
【図６】本実施の形態に係るＩＰ端末に表示される通信機能移行時の一例を示す図
【符号の説明】
【００７９】
　１００　ＩＰ通信システム
　１０１，１０２　ＩＰ端末
　１０３　ＥＮＵＭサーバ
　１０４　ＤＮＳサーバ
　１０５　ＷＥＢサーバ
　１０６　ＩＰ網
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　ハンドセット
　２０３　キー入力部
　２０４　ＲＡＭ
　２０５　ＦＲＯＭ
　２０６　表示部
　２０７　読取部
　２０８　記録部
　２０９　外部Ｉ／Ｆ選択部
　２１０　ＩＰネットワーク制御部
　２１１　ＰＳＴＮ制御部
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